
 

 旅館業法施行条例の施行等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第１５号 



 

   旅館業法施行条例の施行等に関する規則の一部を改正する規則 

 旅館業法施行条例の施行等に関する規則（昭和５５年墨田区規則第３１号）の一部

を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （説明会の開催等） 

第８条 〔略〕 

２ 説明会等で説明すべき事項は、次に掲げ

るものとする。ただし、戸別訪問による場

合は、文書の配布等の方法によるものとす

る。 

 ⑴ 申請予定者の住所及び氏名（法人にあ 

  っては、名称及び代表者の氏名） 

 ⑵ 施設の所在地 

 ⑶ 施設の名称 

 ⑷ 営業の種別 

 ⑸ 施設の構造設備の概要 

 ⑹ 工期（工事着工、完成予定及び営業開

始予定の年月日をいう。） 

 ⑺ 施設の管理運営方法 

 ⑻ 営業従事者が常駐する場所 

 ⑼ 周辺住民等からの問合せ先及び営業開

始後の緊急連絡先 

３ 〔略〕 

 （営業施設入り口付近の表示） 

第１３条 条例第９条第５号の規則で定める

表示は、宿泊者又は周辺住民等が見やすい 

 場所、文字の大きさ及び色であることに配

慮し、次に掲げる事項を表示するものとす

る。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 （生活環境の悪化等を認識することができ

る場所） 

第１９条 条例第１０条第１０号ただし書に

規定する規則で定める場所は、次のいずれ

かの建物内に設置される場所をいう。 

 ⑴ 営業施設と同一の建物 

 ⑵ 営業施設と同一の敷地内に存する建物 

 ⑶ 営業施設の敷地に隣接している敷地に 

存する建物 

 ⑷ 営業施設の敷地に接する幅員４メート

ル以下の道路又は通路を挟んで近接する

〔同左〕 

第８条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴ 申請予定者の氏名 

 

   〔新設〕 

   〔新設〕 

 ⑵ 〔同左〕 

 ⑶ 〔同左〕 

 ⑷ 〔同左〕 

 

 ⑸ 〔同左〕 

   〔新設〕 

 ⑹ 周辺住民等からの問合せ先 

 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１３条 条例第９条第５号の規則で定める

表示は、宿泊者又は周辺住民等が見やすい

場所に、次に掲げる事項を表示するものと

する。 

 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 （簡易宿所営業の玄関帳場等） 

 

第１９条 条例第１１条第１項第６号の規則

で定める基準は、次に掲げる要件を全て満

たすものとする。 

 ⑴ 玄関帳場等に代替する機能を有する設

備を設けることその他善良の風俗の保持 

  を図るための措置が講じられていること。 

 ⑵ 事故が発生したときその他の緊急時に

おける迅速な対応のための体制が整備さ

れていること。この場合において、緊急



 

敷地に存する建物 

 

 

 

 

第１２号様式 〔別紙のとおり〕 

時に対応することができる体制について

は、宿泊者又は周辺住民等の緊急を要す

る状況に対し、その求めに応じて、直ち

に従業者が駆けつけることができる体制

であることを要する。 

第１２号様式 〔別紙のとおり〕   

   付 則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  



 

第１２号様式【改正後】 

                                年  月  日 

  墨田区長    あて 

                    住   所             

              申請予定者 氏   名         

                    電   話    (   )      

 

 

 

説明会等報告書 

 

  旅館業法施行条例第４条第１項の規定により、説明会等の結果を下記のとおり報告

します。 

記 

 

１ 説明会開催日時 

  （戸別訪問の場合は、訪問期間） 

２ 説明会開催場所 

３ 出席人数 

  （戸別訪問の場合は、訪問説明をした人数） 

４ 説明をした周辺住民等の名簿 別紙のとおり 

５ 配布資料 別紙のとおり 

６ 内容（詳細に記入してください。） 

 ⑴ 事業者 住所 

       氏名 

 ⑵ 説明者 氏名 

 ⑶ 施設の名称 

 ⑷ 施設の所在地 

 ⑸ 営業の種別（営業の形態） 

 ⑹ 施設の構造設備の概要 

  ア 敷地面積       ㎡    イ 建築面積       ㎡ 

  ウ 延べ床面積      ㎡    エ 構造 

  オ 階数 地上  階 地下  階  カ 客室数    定員数 

  キ 玄関帳場（フロント）の構造 

    浴室、シャワー室の構造 

    客室の内部構造 

  ク 営業施設の外観等 

 ⑺ 着工予定年月日       年  月  日 

   完成予定年月日       年  月  日 

   営業開始予定年月日     年  月  日 

 ⑻ 施設の管理運営方法 

 ⑼ 営業従事者が常駐する場所 

 ⑽ 周辺住民等からの問合せ先及び営業開始後の緊急連絡先 

（Ａ４） 

法人にあっては、その名称、事務所
所在地及び代表者の氏名 



 

第１２号様式【改正前】 

                                年  月  日 

  墨田区長    あて 

                    住   所             

              申請予定者 氏   名         

                    電   話    (   )      

 

 
 

説明会等報告書 

  旅館業法施行条例第４条第１項の規定により、説明会等の結果を下記のとおり報告

します。 

記 

 

１ 説明会開催日時 

  （戸別訪問の場合は、訪問期間） 

２ 説明会開催場所 

３ 出席人数 

  （戸別訪問の場合は、訪問説明をした人数） 

４ 配布資料 

５ 内容（詳細に記入してください。） 

 ⑴ 事業者 住所 

       氏名 

 ⑵ 説明者 氏名 

 ⑶ 施設の名称 

 ⑷ 施設の所在地 

 ⑸ 営業の種別（営業の形態） 

 ⑹ 施設の概要 

  ア 敷地面積       ㎡    イ 建築面積       ㎡ 

  ウ 延べ床面積      ㎡    エ 構造 

  オ 階数 地上  階 地下  階  カ 客室数    定員数 

  キ 玄関帳場（フロント）の構造 

    ロビーの構造 

    浴室、シャワー室の構造 

    客室の内部構造 

  ク 営業施設の外観等 

 ⑺ 着工予定年月日       年  月  日 

   完成予定年月日       年  月  日 

   営業開始予定年月日     年  月  日 

 

（Ａ４） 

 

法人にあっては、その名称、事務所
所在地及び代表者の氏名 


